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いじめが起こった場合の組織的対応の流れ 

墨田区立言問小学校 

いじめが発生したと判断したとき、特定の教職員だけで抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応する。 

校長が学校いじめ対策委員会（緊急対策会議）を開催し、学校として認知するとともに、今後の指導方針を

立て、組織的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●重大性の段階に応じたいじめの類型（例） 

日常の観察・アンケート・教育相談・周りの児童の訴え等の情報 

情報を得た教職員 

担任・学年主任 

生活指導主任 
副校長 校長 

学校いじめ対策委員会（緊急対策会議） 

報告・共通理解 

調査方針・分担決定 

調査班編成 

事案の状況により、メンバーの決定 

(学年主任・生活指導主任・担任・養護教諭等) 

報告・事実関係の把握(いじめの認知) 

指導方針の決定、指導体制の編成 

対応班編成 

事案の状況により、メンバーの決定 

(学年主任・生活指導主任・担任・養護教諭等) 
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                       くー５７ 

以下の類型は、あくまでも例であり、いじめの認知に当たっては、被害の子供が「心身の苦痛を感じてい

る」かどうかに鑑み、個別に判断する。 

個々のいじめの対応に当たっては、その行為の重大性（行為が与えた影響、故意性、加害の子供の人数、

継続性等）を総合的に考慮して、適切な対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


